
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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【6月28日】小高区では、東日本大震災で倒壊し、道路

にはみ出したり、崩壊の危険が高いと判定されたりした

区内の建物17棟の解体工事が始まりました。

この日は、市復興事業協同組合の建設業者が住宅１棟

を重機で取り壊し、復旧・復興へ向けて作業が本格化し

ています。

●南相馬市HP「フォトレポ南相馬」より

●原子力損害賠償紛争解決センター

●三条市News



被災自治体News

【7月1日】北郷騎馬会による初心者の乗馬体験会は鹿島クレーン馬場で行われました。

主に野馬追に初めて参加する人たちのために開催され、順番に馬にまたがって馬場をゆっ

くりと回り、乗馬の感覚を確認しました。

指導を受ける参加者 手綱を握りしめる参加者 騎馬会関係者が見守ります 未来の若武者の姿も
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【7月1日】原町区区長連絡協議会による原町区での「これからの生活」をテーマにしたシン

ポジウムは南相馬市民文化会館で開かれ、1,000人を超える住民が参加しました。

基調講演では、東大アイソトープ総合センター長の児玉龍彦教授が放射線による健康被害

について報告し、弁護士の講演や住民代表による意見交換も行われました。

あいさつする桜井市長 満席の会場 児玉教授の講演 スライドで分かりやすい講演

【7月2日】小高区大井の県道沿いの歩道に乗り上げたままになっている3台のうち1台を撤

去しました。環境省と随意契約を結んだ市の業者が車両のタイヤを固定し、クレーンで引き

上げました。

この日は小高区南小高の市道に放置された2台も撤去されました。

準備が終わり撤去開始 吊り上げられる車両 トラックに載せられる車両 区域内には約200台が残る



被災自治体News

【福島県内市町村別】

2天栄村7大玉村29桑折町119須賀川市

3浅川町12石川町32田村市125白河市

3平田村12国見町33鏡石町157伊達市

4古殿町14磐梯町34西郷村176二本松市

7,356合 計5玉川村16会津美里町37川俣町394新地町

1富岡町5矢吹町18小野町44本宮市472会津若松市

1塙町5北塩原村21三春町61猪苗代町656郡山市

1柳津町6矢祭町21下郷町72会津坂下町744いわき市

1広野町7金山町24棚倉町74南会津町1,867福島市

2鮫川村7只見町26西会津町119喜多方市1,887相馬市

人 数市町村人 数市町村人 数市町村人 数市町村人 数市町村

19,786)(6/215熊本県18滋賀県62青森県583神奈川県

19,669合 計5高知県18大分県71愛知県616栃木県

15※海外6香川県20広島県102静岡県666千葉県

-山口県8岡山県20岐阜県109岩手県853茨城県

1鹿児島県8鳥取県25福岡県117長野県924埼玉県

2宮崎県9愛媛県29沖縄県117福井県1,068東京都

3徳島県10三重県38石川県129秋田県1,275新潟県

3奈良県14長崎県47京都府139北海道1,520山形県

4佐賀県14富山県48兵庫県144山梨県2,995宮城県

4和歌山県14島根県56大阪府379群馬県7,356福島県

人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県

2012.6.28日現在 （南相馬市HPより）【都道府県別】

※南相馬市外に避難している人数南相馬市民の避難状況

南相馬市からのお知らせ
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※1週間ごとに変わります。



被災自治体News

飲料用井戸水の放射能測定を行います
7月2日ＨＰ更新

福島第一原子力発電所における事故により、市民のみなさんが抱える放射能に対する不
安を解消することを目的に飲料用井戸水の放射能測定を行います。飲料用井戸水の放射
能測定を希望する方は、下記により申し込んでください。

対象者
南相馬市にお住まいで井戸水を飲料として利用している世帯

申込方法
測定を希望する方は、申込書に必要事項を記載のうえ、次の方法で申し込みください。

○窓口申込 南相馬市役所 生活環境課 環境保全係
鹿島区役所 市民福祉課 生活環境係
小高区役所 市民福祉課 生活環境係

○郵送申込 〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所生活環境課あて

○FAX申込 0244-23-0311 

○メール申込 seikatsukankyo@city.minamisoma.lg.jp

※電話での申し込みは、受け付けておりません。

「井戸水モニタリング申込書」（PDF）はホームページからダウンロードできます。

申込期限
平成２４年８月３１日（金）まで ※土・日・祝日は除きます。

測定等の連絡
測定日の１週間程度前に日時・採水方法等をご連絡いたします。

※申し込みのときは、申込書と一緒にペットボトルを持ち込まないでください。
※申込多数のときは、測定の連絡まで日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。

測定料
無料です。測定結果については、後日郵送でお送りします。

測定結果
測定結果は公表します。公表にあたっては、個人名は記載せず、調査地名は大字まで

の記載とするなど、個人情報の保護に配慮いたします。

問い合わせ

南相馬市役所 生活環境課 環境保全係 ＴＥＬ： ０２４４－２４－５２３１
鹿島区役所 市民福祉課 生活環境係 ＴＥＬ： ０２４４－４６－２１２４
小高区役所 市民福祉課 生活環境係 ＴＥＬ： ０２４４－４４－６７１３
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被災自治体News

乳がん施設検診実施のお知らせ
7月2日ＨＰ更新

医療機関で実施する乳がん検診を実施します。希望される方は、下記によりお申し込み
ください。

８月中旬に受診票を発送します。今年度から視触診検査とマンモグラフィ検査を同日に
検査します。

なお、原町保健センター、鹿島保健センターで実施する乳がん集団検診は、１２月から１
月に実施する予定です。１０月に申し込みを受け付けます。

乳がんを発症する人は年々増えています。２年に１回は検診をぜひお受けください。

実施期間 平成２４年９月３日(月)～１０月３１日(水) 

申込期間 平成２４年７月９日(月)～７月２５日(水) 

申込方法 ・電話 健康づくり課（原町保健センター） 0244-23-3680
・市ホームページの「入力フォーム」からお申し込みください。
・携帯電話 ＱＲコードを読み取り「入力フォーム」からお申し込みくだ

さい。

個人負担金 1,500円

対象年齢 40歳以上の偶数年齢
および41歳、51歳、61歳の女性（平成25年3月31日現在）

検査内容 視触診検査 マンモグラフィ検査

実施医療機関 鹿島厚生病院、南相馬市立総合病院、渡辺病院、小野田病院

市外へ避難されている皆様へ
事前に健康づくり課にお問い合わせください。
避難先で検診が受けられるように調整します。

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課
〒975-0011

南相馬市原町区小川町３２２－１
原町保健センター内

ＴＥＬ： ０２４４－２３－３６８０
FAX： ０２４４－２３－４５２５
E-mail： ｋｅｎｋｏｄｕｋｕｒｉ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ.ｌｇ.ｊｐ
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被災自治体News

放射線内部被ばく検診（ホールボディカウンター）内容の変更について
7月1日ＨＰ更新

７月２日から市内の渡辺病院でも受けられるようになりました。

福島第一原子力発電所の事故に伴う健康不安の解消と健康管理のため、ホールボディ
カウンター(WBC)を用いた内部被ばく検診を行っています。

対象者
現時点で小学生以上の原発事故の発生時に南相馬市に住民票があった方で、まだ検

査を受けたことがない方
なお、0～6歳（未就学児）のお子さんについては、保護者の方が代理で受検していただ

きます。

検診日
月～金曜日（祝日を除く、ただし渡辺病院は土曜日の午前も実施）

検診場所
・南相馬市立総合病院（南相馬市原町区高見町二丁目54-6）

検診機器形式 立位式
・渡辺病院（南相馬市原町区西町一丁目50）

検診機器形式 いす式

検査料金
無料

申込方法
(1)直接での申し込み

原町保健センター、鹿島保健センター窓口
午前 9時から午後 5時まで(土・日曜日、祝日を除く）
※申込用紙は準備いたしております。

(2)郵送での申し込み ※１
申込書（任意様式可）に所定事項を記入し申し込みください。

郵送先 〒975-0011 南相馬市原町区小川町322-1
南相馬市健康づくり課（原町保健センター）

(3)ＦＡＸでの申し込み ※１
申込書（任意様式可）に所定事項を記入し申し込みください。
ＦＡＸ： 0244-23-4525
南相馬市健康づくり課（原町保健センター）

※１ (2)または(3)で任意様式で申し込む場合は下記必要事項を記載し申し込みください。
○氏名 ○平成23年3月11日時点の郵便番号・住所
○通知書送付先の郵便番号・住所 ○生年月日 ○電話番号（携帯等）
○保護者氏名(未成年者の方の場合)
○希望する医療機関名 次ページへ続きます
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被災自治体News

「放射線健康カウンセリング外来」開設のお知らせ
7月3日ＨＰ更新

南相馬市立総合病院では、放射線一般に対する不安、疑問に答えるため「放射線健康
カウンセリング外来」を設けました。

「放射線健康カウンセリング外来」は市立総合病院の医師および全国の協力医師が、今
後の生活や南相馬市の未来について市民の皆さんと一緒に考え合う場です。

南相馬全市民が対象者です。
原発事故発生時に市内に居住されていた方、里帰り分娩を希望する妊婦の方々も対象

です。

問い合わせ 南相馬市立総合病院 事務課 医事係
〒975-0033 
南相馬市原町区高見町二丁目54-6 
南相馬市立総合病院 事務課(カウンセリング) 

ＴＥＬ： ０２４４－２２－３１８１
ＦＡＸ： ０２４４－２２－８８５３
E-mail： ｓｏｇｏ－ｈｐ－ｊｉｍｕ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ.ｌｇ.ｊｐ

いつ南相馬に戻ろう・・・・
子育てや
妊娠出産は大丈夫？
放射線障害が不安・・・・

詳しくは、今週号のチラシをご覧ください。

(4)ホームページ申し込み ※２
ホームページの「放射線被ばく検診申込み入力フォーム」から申し込みください。

(5)携帯電話申し込み ※２
右のQRコードから申し込みください。

※２ 申し込まれた方には、
後日希望した医療機関から通知があります。

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課
〒975-0011

南相馬市原町区小川町３２２－１
原町保健センター内

ＴＥＬ： ０２４４－２３－３６８０
FAX： ０２４４－２３－４５２５
E-mail： ｋｅｎｋｏｄｕｋｕｒｉ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ.ｌｇ.ｊｐ

7浜通り×さんじょうライフvol.61



被災自治体News

応急仮設住宅としての市営住宅入居者の募集について
7月1日ＨＰ更新

東日本大震災の影響により、住宅の全壊等のため自宅に居住できなくなった世帯等に、
南相馬市内の市営住宅を、応急仮設住宅として提供します。

住宅を一時提供する対象世帯
基準日（平成23年3月11日）以前から南相馬市に住民票があり、東日本大震災の影響に

より、自宅が全壊、全焼、流出してしまった世帯、および福島第一原子力発電所の事故に
よる旧警戒区域、計画的避難区域、特定避難勧奨地点に居住地がある世帯で、自らの資
力により住家の確保が困難な世帯等。

※既に南相馬市の応急仮設住宅または借上げ住宅に入居している世帯を除く。

提供期間 平成２４年８月９日～平成２６年３月３１日

提供する市営住宅 ５団地 ３４戸 （ 次ページ参照）

※募集は部屋ごとに行い、募集期間中に申し込みができるのは一部屋のみ。
※申し込みが重複した場合は抽選。

募集期間 平成２４年７月１７日～７月３１日〔土日を除く〕

仮設住宅としての管理
・ 緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃・駐車場料は無料。
・ 光熱水費のほか、応急仮設住宅としての市営住宅については共益費、行政区費等は入

居世帯の負担。
・ 駐車場は１台のみ利用可能。
・ ペットの飼育は不可。
・ 退去に伴う修繕費は無料。ただし、入居された方の故意または過失により、通常の使用

状況を超える著しい施設の破損・改修等があった場合は、修復に要する費用は入居世
帯負担。

申し込み手続き
申込用紙 「仮設住宅申請書（市営住宅用）」を提出。
申込方法 来庁持参、電話、ファックス、メール

・電話申込 0244-24-5253
・ＦＡＸ申込 0244-24-6151
・メール申込み okyukasetsu@city.minamisoma.lg.jp
・来庁申込 建築住宅課（南相馬市役所２階）、鹿島区産業建設課（鹿島区役所２階）

※すでに南相馬市の応急仮設住宅に申し込みした方も、応急仮設住宅としての市営住
宅の入居を希望する場合は、再度申し込みが必要になります。
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問い合わせ 建設部建築住宅課仮設住宅係
〒975-8686

南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所本庁舎2階

ＴＥＬ： ０２４４－２４－５２５３
FAX： ０２４４－２４－６１５１
E-mail： ｏｋｙｕｋａｓｅｔｓｕ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ.ｌｇ.ｊｐ

次ページへ続きます



被災自治体News

無し3人以上48年３K（6畳・4.5畳・3畳）45号室〈1階）34

無し2人以上48年2K（6畳・4.5畳）24号室〈1階）北町団地33

有り １台のみ3人以上16年３DK（8畳・6畳・6畳・DK)4号棟205号（2階）32

有り １台のみ3人以上16年３DK（8畳・6畳・6畳・DK)4号棟204号（2階）31

有り １台のみ3人以上16年３DK（8畳・6畳・6畳・DK)4号棟202号（2階）30

有り １台のみ2人以上17年2DK（8畳・6畳・DK)3号棟104号（1階）29

有り １台のみ2人以上17年2DK（8畳・6畳・DK)3号棟101号（1階）28

有り １台のみ3人以上18年3K（6畳・6畳・6畳）2号棟202号（2階）北長野団地27

有り １台のみ3人以上26年3K（6畳・6畳・5畳）5号棟103号(１階）26

有り １台のみ3人以上26年3K（6畳・6畳・5畳）4号棟104号（1階）25

有り １台のみ3人以上29年3K（6畳・6畳・4.5畳）3号棟201号（２階）24

有り １台のみ3人以上29年3K（6畳・6畳・4.5畳）3号棟103号（１階）23

有り １台のみ3人以上28年3K（6畳・6畳・4.5畳）2号棟304号（3階）22

有り １台のみ3人以上28年3K（6畳・6畳・4.5畳）2号棟205号（2階）国見町団地21

有り １台のみ3人以上32年3K（6畳・6畳・4.5畳）2号棟307号（3階）20

有り １台のみ3人以上32年3K（6畳・6畳・4.5畳）2号棟208号（2階）19

有り １台のみ3人以上32年3K（6畳・6畳・4.5畳）2号棟103号（1階）桜井町団地18

有り １台のみ3人以上35年3K（6畳・6畳・4.5畳）9号棟502号（5階）17

有り １台のみ3人以上34年3K（6畳・6畳・4.5畳）8号棟402号（4階）16

有り １台のみ3人以上34年3K（6畳・6畳・4.5畳）8号棟401号（4階）15

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）7号棟306号（3階）14

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）6号棟106号（1階）13

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）6号棟104号（1階）12

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）6号棟103号（1階）11

有り １台のみ3人以上36年3K（6畳・6畳・4.5畳）5号棟505号（５階）10

有り １台のみ3人以上36年3K（6畳・6畳・4.5畳）5号棟403号（4階）9

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）4号棟401号（4階）8

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）4号棟102号（1階）7

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）3号棟502号（5階）6

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）3号棟306号（3階）5

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）3号棟106号（1階）4

有り １台のみ3人以上37年3K（6畳・6畳・4.5畳）3号棟102号（1階）3

有り １台のみ3人以上38年3K（6畳・4.5畳・4.5畳）1号棟206号（2階）2

有り １台のみ3人以上38年3K（6畳・4.5畳・4.5畳）1号棟105号（１階）仲町団地1

駐車場人数築年数間取り棟番号 ・ 部屋番号住宅名

応 急 仮 設 住 宅 と し て の 南 相 馬 市 営 住 宅 入 居 者 募 集

◎入居者を募集する住宅 【入居日：平成２４年８月９日】◎
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浪江町からのお知らせ

平成２５年浪江町成人式について
6月29日ＨＰ更新

日 時 平成２５年１月１３日(日) １１時開式(１０時受付開始)

【お間違えのないように】
「成人の日」は１月１４日(月)ですが、成人式は１月１３日(日)に開催いたします。

場 所 二本松市役所安達支所内 安達文化ホール
（二本松市油井字濡石1-2）

対象者 平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれの方

※対象の方には、１０月中旬までに案内状を送付いたします。
案内状が届かない場合は、１１月１６日(金)までに下記へご連絡ください。

浪江町教育委員会事務局生涯学習係
ＴＥＬ： ０２４３－６２－０３０４

浜通り×さんじょうライフvol.6110

問い合わせ

なみえの”しゃべり場” ～集まれ！浪江のなかま～
6月29日ＨＰ更新

同じ浪江町民同志、みんなで集い、語り合う場、共感しあう場、理解しあう場、励ましあう
場、笑いあう場、さまざまな場として”しゃべり場”を本年度も開催します。

「震災後どこで何をしていたの？」「これから一緒に何かしましょう！」「今こんなことに困っ
てない？」など、皆さんの”今”を共有しましょう。みなさまのご参加をお待ちしています！

新潟会場
開催日 7月8日（日）

開催予定時間 午後１時３０分～３時３０分

会場 新潟市東地区公民館 4階ホール
新潟市中央区蒲原町7-1

内容 交流会（フリータイム）

※駐車場に限りがございますので、公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力ください。
※ほかにも、福島県内外各地で開催を予定しております。県内については、県北・県中・
県南・いわき・相馬・会津のエリアに分けて、開催します。

主催：特定非営利活動法人まちづくりＮＰＯ新町なみえ・浪江町

浪江町役場 生活支援課 避難生活支援係
ＴＥＬ： ０２４３－６２－０３０５

問い合わせ
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仮称・仮設浪江町図書館の愛称を募集します！
6月28日ＨＰ更新

浪江町ではこの度、株式会社アントレックス様（本社・東京都）からミニ図書館を寄贈して
いただくことになりました。(完成予定は7月末です。)

図書館の概要

建設予定地
福島市笹谷字片目清水30番地の8

建物面積
約８０㎡（約２４坪）

主なサービス
・図書の常設（約３，０００冊程度蔵書）
・小・中・高生の皆さんが気軽に読書できる場所
・浪江町民や図書館周辺の福島市民が気軽に

利用でき、また、気軽に交流を図れる場所として提供

開館時間
午前１０時～午後６時
休 憩 正午～午後２時
休館日 毎週月曜日、第３日曜日、祝祭日、

年末年始(12/28～1/4)

事業主体
浪江町（浪江町教育委員会）

構造物の特徴
福島県産材を利用した木造平屋建て

寄贈の趣旨
株式会社アントレックス様は、東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県、岩手県、宮

城県、茨城県へ義援金を届けるため、会社本店および支店、国内外の取引先へ募金箱を
設置し支援の輪を募り、この度、浪江町への寄贈となった。

募集内容

募集期間
平成２４年７月２日（月）から７月２０日（金）午後５時まで必着

応募資格
浪江町民および福島市笹谷東部仮設住宅周辺および南矢野目仮設住宅周辺にお住ま

いの福島市民の方。
ただし、小学生以上で、応募点数は一人１点とします。

応募方法
・愛称と、次の必要事項を明記して、郵送(ハガキ可)、持参、電子メールにより応募してく
ださい。

・応募者の個人情報は、本募集に係る事務のみに使用します。

次ページへ続きます
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必要事項
①氏名(ふりがな)、②年齢(H24.7.1現在)、③性別、④郵便番号、⑤住所(方書きまで
記入)、⑥電話番号、⑦職業(学校・学年)、⑧愛称作品の説明(50字程度)

（注）職業は任意で結構です。

選 考
・選考委員会を設置して選考を行い、１点選定します。
・採用作品のお名前および住所を発表させていただきますので、予めご了承ください。
通知は、採用作品の受賞者のみに行います。

賞
採用作品１点に図書カード贈呈。その他副賞もあります。

注意事項
(1)応募先品は、自作で未発表のものに限ります。作品は返却しません。
(2)応募作品の著作権等に関わる問題が発生した場合は、応募者の責任となります。
(3)採用作品の著作権は浪江町に帰属することになります。
(4)採用作品がすでに他で使用されているものと同じ、または類似していることが判明した

場合には、選考結果の発表後であっても採用を取り消すことがあります。
(5)採用作品は、仮称・仮設浪江町図書館の運営上広く活用させていただきます。

浜通り×さんじょうライフvol.6112

応募・問い合わせ 〒964-0904
二本松市郭内一丁目81
浪江町役場第二事務所内
浪江町教育委員会事務局
ＴＥＬ： ０２４３－６２－０３０１
E-mail： ｎａｍｉｅ４２０＠ｔｏｗｎ.ｎａｍｉｅ.ｌｇ.ｊｐ

福島県借上げ住宅【特例】制度の受付期間について
7月3日ＨＰ更新

福島県借上げ住宅特例措置の受付期間について、福島県より8月入居可能物件（県内
の民間賃貸住宅）についても対象となる旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。

なお、9月以降の受け付けについては、現在、明確な結論が出ておりません。通知があり
ましたら改めてお知らせいたします。

また、住み替え（県内から県内、県外から県内への移動に限る）につきましては、特別な
事情がある場合に、一度に限り（世帯分離も含む）認められます。

詳しくは、お問い合わせください。

浪江町役場 生活支援課 住宅支援係
ＴＥＬ： ０２４３－６２－０１２３

問い合わせ
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「大字請戸区懇談会（意見交換会）」開催について
7月3日ＨＰ更新

今回の大震災および原発大事故により、大字請戸区は壊滅的な被害を受け、誠に憂慮
に堪えない状況にあります。

早急な復旧・復興が待たれるところですが、下記のとおり大字請戸区懇談会を開催しま
すので、ご多用中とは存じますが、各位のご出席をお願いいたします。

日 時 7月29日（日）10:00から

場 所 二本松市安達文化ホール（二本松市安達支所2階）
（二本松市油井字濡石1-2 TEL:0243-23-3721）

議 題 1.浪江町の復旧・復興の現状報告
2.これからの請戸区の復旧・復興について
3.その他

※些少ですが旅費を支給しますので、印鑑をご持参ください。

双葉町からのお知らせ

双葉町の将来を見据えて（町長メッセージ）
7月2日ＨＰ更新

今年も暑い日々が続く季節となりました。しかし、町民の皆さまには先の見

通しが全くつかない不安の中で、何をしても気持ちが晴々としない日々を過ご

されているものとお察し申し上げます。

このような厳しい避難生活が続く中ではありますが、ロンドンオリンピック出場

が決った渡邉一成選手に続き、双葉町出身の大森梨江さんが「フラ技能」

と「統率力」が高く評価され、スパリゾートハワイアンズのフラガールの新リー

ダーに就任されました。また、昭和女子大大学院で環境デザインを学んだ双

葉町出身の草野 恵さんが双葉町の復興計画をテーマとした研究論文「警

戒区域 再生の設計図」がメディアに取り上げられるなど、若い人を中心に、

懸命にこの苦難を乗り切ろうとしている姿に強い感動を覚えました。

さて、原発事故を巡る情勢を申し上げますと、国会事故調査委員会を傍

聴しましたが、「避難指示が遅かった」「避難指示がなかった」など、政府の

事故情報の発信・伝達が住民避難を混乱させる結果となり、原子力防災

に対する対応、認識不足が指摘されました。

次ページへ続きます
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６月９日には双葉地方８町村長と福島県知事、国による協議会が開催さ

れ、国からはグランドデザインの基本方針や賠償、除染の方針、避難指示

区域の見直し等に向けた取り組みについて説明がありました。前向きな議論

になってきたと感じましたが、細部の問題についてはまだまだ議論していかな

ければなりません。今後も私たちは、国が示すグランドデザインや損害賠償、

避難指示区域の再編について、曖昧な形で妥協することなく、双葉町の将

来を見据えて取り組まなければならないものと考えています。

また、将来の健康被害を考えるとき、きめ細かな放射線量の区分が必要

であり、私は国に対して年間被ばく線量が１ミリシーベルト以上の地域に住む

住民に移住の権利を認めた「チェルノブイリ法」の考え方を今後の避難指示

区域の見直し作業に反映させるよう提案しました。

国が示した線量区分ごとの人口割合と予測でも、双葉町は避難の長期

化は避けられない状況にあります。国に対しては医療費の無料化など、長期

避難に係る法的救済措置を強く求めてまいります。

平成２４年７月１日

双葉町長 井戸川 克隆

「後期高齢者医療保険」および「国民健康保険」に関するお知らせ
7月4日ＨＰ更新

後期高齢者医療 被保険者証の定期更新について

現在お持ちの被保険者証の有効期限が平成24年7月31日までとなっています。平成24
年8月1日以降の被保険者証については、７月下旬頃に、役場に届出のある避難先住所へ
郵送します。新たに申請の必要はありません。

避難先住所は6月30日時点に届出のあるものをもとに送付いたします。避難先住所に変
更のある方は、8月1日までに交付できない場合もありますので、お早めにご連絡ください。

簡易書留郵便での送付について
被保険者証は、簡易書留郵便で送付しますので、配達時にご不在の場合は郵便局に一

時保管されます。
再配達については「郵便物お預かりのお知らせ」に記載の連絡先へお問い合わせくださ

い。（郵便物の保管期間は１週間ですのでお早めにお問い合わせください。）
なお、被保険者証を送付する封筒は双葉町のものではなく「福島県後期高齢者医療広

域連合」と記載のある封筒になりますので、お間違えのないようにしてください。

有効期限の切れた被保険者証について
有効期限が切れた保険証については、埼玉支所健康福祉課もしくは福島支所住民生活

班までご返却いただくか、自己責任のもと細かく裁断し破棄してください。

次ページへ続きます
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標準負担額減額認定証について
標準負担額減額認定証（以下：認定証）の有効期限は平成24年7月31日までです。８月

以降の認定証の交付については申請が必要となります。認定証は申請のあった月の１日
からの発効期日となりますので、該当する方は８月末までには申請をしてください。

申請書については、福島県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードでき
ます。ダウンロードできない場合には申請書を送付しますので下記までご連絡ください。

国民健康保険高齢者受給者証 標準負担額減額認定証の更新について

高齢受給者証の更新について
平成24年8月1日から国民健康保険高齢受給者証（70歳から74歳の方が対象）が更新と

なります。新しい高齢受給者証については、７月下旬頃に役場に届出のある避難先住所
へ郵送します。避難先住所は6月30日時点に届出のあるものをもとに送付いたします。避
難先住所に変更がある方は、8月1日までに交付できない場合もありますので、お早めにご
連絡ください。

高齢受給者証については医療機関などを受診する際に必ず保険証と一緒に窓口へ提
示してください。

なお、一部負担金については高齢受給者証に負担割合の記載がありますが、平成25年
2月までは免除されます。

標準負担額減額認定証の更新について
標準負担額減額認定証（以下：認定証）の有効期限は平成２４年７月３１日までです。

８月以降の認定証の交付については申請が必要となります。認定証は申請のあった月の１
日からの発効期日となりますので、該当する方は８月末までには申請をしてください。申請
書は郵送いたしますので、下記までご連絡ください。
※ 標準負担額減額認定証とは、住民税非課税世帯について、入院時食事療養費および
入院時生活療養費が減額となる認定証です。
※ 社会保険等その他の医療保険に加入されている方については、加入している保険から
標準負担額減額認定証の交付を受けられる場合がありますので、加入している医療保険
の保険者にお問い合わせください。

有効期限の切れた高齢受給者証および認定証について
有効期限の切れた高齢受給者証および認定証は、埼玉支所健康福祉課もしくは福島支

所住民生活班までご返却いただくか、自己責任のもと、細かく裁断して破棄してください。

※その他、ご不明な点等がありましたら下記までご連絡ください。

双葉町総合受付コールセンター
ＴＥＬ： ０１２０－４５５－７７０

双葉町埼玉支所 健康福祉課国保年金係
ＴＥＬ： ０４８０－７３－７８３５

問い合わせ
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「双葉町メールマガジン」配信元メールアドレス変更のお知らせ
7月2日ＨＰ更新

町民の皆さまへ町からの正確な情報を迅速に伝達することを目的として配信している双
葉町メールマガジンについて、７月２日（月）より配信元メールアドレスが次のとおり変更に
なりました。

▼これからの配信元メールアドレス

（これまでの配信元メールアドレス…“mag@sps-link.com”）

双葉町メールマガジンを受信されている方で、迷惑メール対策などメールの受信制限を
されている場合は、「ドメイン指定受信等の設定」が必要になります。

（以下をご参照ください。）

浜通り×さんじょうライフvol.6116

info@fm.town.futaba.fukushima.jp

■ ドメイン指定受信の設定について ■

双葉町のメールマガジンは【fm.town.futaba.fukushima.jp】のドメインで配信します。
メールマガジンが受信できるように、上記のドメインを受信する設定にしてください。

【ＮＴＴドコモの場合】
------------------------------------------------
「ｉMENU」から

①「お客様サポート」を選択
②「メールの設定や迷惑メール対策の設定」を選択
③「詳細設定/解除」を選択
④「パスワード」（デフォルトは0000です）を入力し決定
⑤「受信/拒否設定」を「設定」にチェックし次へ
⑥ステップ３、４で入力項目に

【fm.town.futaba.fukushima.jp】を入力し「登録」

※あわせて、パスワード入力のあとの画面で、
「URL付メール」が設定解除なっているかご確認ください。
なっていなければチェックを「設定解除」にして、
「次へ」→「決定」してください。

【ａｕの場合】
------------------------------------------------
「Eメールメニュー」から

①「Eメール設定」を選択
②「メールフィルター」を選択
③「暗証番号」を入力し次へ
④「指定受信リスト設定」を選択
⑤「有効/リスト編集する」にチェックして次へ
⑥入力項目に【fm.town.futaba.fukushima.jp】を入力し「登録」
（→設定確認し登録）

※「URL付きメール受信拒否設定」、「HTMLメール受信拒否
設定」についてもあわせてご確認ください。

【ソフトバンクモバイルの場合】
------------------------------------------------
「Yahooケータイ」から

①「設定・申込」を選択
②「メール設定」を選択
③「メール設定（アドレス・迷惑メール等）」を選択
④「迷惑メールブロック設定」を選択
⑤「個別設定」を選択し次へ
⑥「受信許可・拒否設定」を選択
⑦「受信許可リスト設定」を選択
⑧利用設定「設定する」を選択、

入力項目に【fm.town.futaba.fukushima.jp】を入力し
「設定する」

※「URL付きメール拒否設定」についてもあわせて
ご確認ください。

※ ご使用の機種により操作方法が異なるものがありま
すので、取扱説明書をご覧いただき、不明な場合は各
携帯電話会社へお問い合わせください。

問い合わせ

双葉町埼玉支所 秘書広報課
ＴＥＬ： ０４８０－７３－６８８０（代）
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警戒区域から持ち出された車両の再計測・再除染について
7月4日ＨＰ更新

警戒区域から持ち出された車両の放射線量（CPM）の再計測（スクリーニング）と再除染
を受け付けております。

希望される方は、下記によりお申し込みください。

お申し込み項目
以下の事項をお伝えください。

・お名前
・連絡先携帯電話番号
・車種、色
・車両ナンバー
・再計測、再除染の希望日時（第１～３希望まで）

＊時間は 10：00～12:00の間になります。

実施場所
Ｊヴィレッジ（楢葉町）のみとなります。

※ 土・日曜日も受け付けします。予約制となりますので、ご希望される方が多い場合は、
順番待ちとなることがあります。
また、雨天時は作業の都合上、再除染作業を行うことができません（再計測のみ行えま
す。）。あらかじめご了承ください。

双葉町埼玉支所
住民生活課一時立入り担当
ＴＥＬ： ０４８０－７３－６９２５
（平日 午前８時３０分～午後５時１５分）

問い合わせ
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『おおくまふるさとまつり』が開催されました
6月29日ＨＰ更新

昨年に引き続き、「おおくまふるさとまつり」が6月17日、会津若松市の松長近隣公園応急
仮設住宅駐車場で開催されました。

今年も県内外から、町民約３千人が集まり、話に華を咲かせました。

この日は、ふるさとまつりでおなじみの餅つきの他、大熊町商工会女性部による宝財踊り、
鳥羽一郎ふれあい歌謡ショー、ウルトラマンショーなど大人から子どもまで楽しめる催しが
盛りだくさんで、会場は大にぎわいでした。

また、ステージの最後を飾ったＥＴ-ＫＩＮＧは、コンサートで全国各地を回り、大熊町のた
めに、また歌を届けたいと大熊町の状況をファンに呼びかけ、グッズを販売した収益の一
部を使ってボランティアでふるさとまつりで歌ってくれました。そして、空き時間を利用して
会場内を歩き、直接町民と話し、町民の気持ちや避難生活の現状に耳を傾けていました。

問い合わせ 大熊町役場会津若松出張所 ＴＥＬ： ０１２０－２６－３８４４

大熊町からのお知らせ

金魚じゃなくて風船すくい、でも破けちゃう、、 ぴーす！！どんぐり使った人形作り

鳥羽一郎さんと渡辺町長の餅つき 開演前のET-KINGとの記念撮影 出店もいっぱい！どれにしようかな、、

「おおくまふるさとまつり」の会場
松長近隣公園応急仮設住宅駐車場

ET-KINGのコンサート ET-KINGの熱唱に聞き入る観客たち

浜通り×さんじょうライフvol.6118
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町民アンケート調査の中間結果速報について
7月2日ＨＰ更新

5月11日より実施しておりました「町民アンケート調査」の結果の中間報告がまとまりました。
結果内容は以下のとおりとなっております。

なお、今回は中間報告となっており、最終とりまとめについては7月中に町民の皆様へ送
付させていただく予定となっております。

また、皆様からいただいたご意見等については、今後の町の復興に役立ててまいります
ので、皆様のご協力をお願いいたします。

◆町民アンケート調査の概要

◆集計するにあたって
・速報値

今回の調査結果を、平成24年6月25日（月）段階で速報値という形で整理したものです。
（集計作業継続中）

・単純集計
各設問の回答項目ごとに、回答者全体に対する構成比を示しています。

◆調査結果

1. 回答者の属性
(1) あなたの現在の年齢などについておたずねします。

平成24年5月11日（金）～6月18日（月）調査時期

郵送調査方法

6,481票(64.6％)有効回収数（率）

10,025票配布数

中学生以上の全町民調査対象者

概 要項 目

100%6,481合計

0.3%19無回答

1.2%7690歳以上

7.1%46180歳代

11.1%72270歳代

17.5%1,13260歳代

18.2%1,18250歳代

12.9%83440歳代

13.9%90130歳代

9.2%59520歳代

5.4%34915～19歳

3.2%210中学生

構成比(％)票数(人)項目

(2) あなたの性別についておたずねします。

100%6,481合計

0.4%27無回答

53.2%3,448女性

46.4%3,006男性

構成比(％)票数(人)項目

次ページへ続きます
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2. 町民意識・意向について
(1) 現段階において、放射線量（年間積算線量）だけを考えた場合、町に帰ってもよいと考
えられる放射線量の基準はどのくらいですか。

100%6,481合計

4.4%286無回答

1.7%111震災前の値まで

33.7%2,182わからない

14.1%915国等が定める 目標値にかかわらず

40.9%2,6521ミリシーベルト未満

5.2%33520ミリシーベルト未満

構成比(％)票数(人)項目

(2) 今後、町が設ける復興の拠点となる町指定地はどこがよいですか。

100%6,481合計

5.4%350無回答

7.5%484その他

2.8%181相馬地方

71.5%4,634いわき市及びその周辺

6.1%396中通り地方

6.7%436会津地方

構成比(％)票数(人)項目

(その他)
大熊町周辺（52件） どこでもよい（35件）
双葉郡内（28件） 広野町・楢葉町（25件）
田村市周辺（20件） わからない（84件） など

(3) 第一次大熊町復興計画（素案）に記載しているどのパターンを選びますか。

100%6,481合計

0.0%0無回答

19.81,283わからない

40.4%2,617(3)大熊町には戻らない (注）

21.9%1,417(2)町指定地に居住し 帰れるまで待つ

18.0%1,164(1)居住地を自ら選択し 帰れるまで待つ

構成比(％)票数(人)項目

（注）様々な事情により、やむを得ず
将来もふるさとの大熊町に戻らない
ことを選択し、帰町しないことを考え

ている方

(4) 「(1)居住地を自ら選択し帰れるまで待つ」か「(2)町指定地に居住し帰れるまで待つ」を
選ばれた方におたずねします。あなたは何年くらいであれば待てますか。

100%2,581合計

19.0%490無回答

6.7%172その他

17.6%454いつまでも待つ

1.9%5011～15年以内

17.3%4476～10年以内

37.5%9685年以内

構成比(％)票数(人)項目

(その他)
•1年未満(1件)
•1～2年未満(11件)
•2～3年未満(50件)
•3～4年未満(59件)
•4～5年未満(0件)
•5年以上(8件)
など

問い合わせ 大熊町役場 企画調整課 ＴＥＬ： ０１２０－２６－３８４４

浜通り×さんじょうライフvol.6120
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富岡町からのお知らせ

平成２４年度固定資産税の課税について
7月2日ＨＰ更新

平成２４年度の固定資産税については、東日本大震災および原子力災害の影響により、
３ヵ月遅れて課税を実施します。

固定資産税は、１月１日（賦課期日）現在の固定資産の所有者に課税され、納税通知書
は８月中旬に送付予定です。

▼土地・家屋
平成２３年度同様に課税免除となります。（申請不要）

▼償却資産
一部を除き減免となります。（申請不要）
※償却資産のうち、移動性償却資産、総務大臣・知事配分償却資産については、減免

の申請が必要となります。

問い合わせ 税務課 固定資産係 ＴＥＬ： ０１２０－３３－６４６６

福島第一原子力発電所２０ｋｍ圏内の測定結果について
7月3日ＨＰ更新

14.6

23.7

6.7

54.0

5.2

8.7

2.3

21.7

40.6

2.5

2.3

15.9

6/26

17.2

25.1

6.7

53.6

5.2

9.0

2.4

20.4

42.7

2.2

2.3

15.8

6/19

15.9

25.5

6.1

50.2

5.7

9.7

2.6

19.5

43.9

2.5

2.1

14.3

6/12

NaI16.517.117.118.317.4南約4km熊川50

IC26.425.025.124.824.5南南西約4km熊川47

NaI6.67.47.27.78.0西南西約3.5km小入野38

IC54.353.156.758.058.4西南西約3km夫沢37

NaI5.56.16.77.97.0西南西約5km下野上36

NaI9.610.910.811.510.7西南西約7km野上35

NaI2.42.92.83.03.0西南西約8km大川原34

NaI21.122.421.422.622.4西約2.5km夫沢30

IC42.941.143.946.046.2西約2.5km夫沢29

NaI2.32.82.72.82.8西約11km野上26

NaI2.42.42.52.52.4西約14km野上25

NaI17.017.416.717.116.9西北西約2.5km夫沢23

6/55/305/225/165/10
線量計

空間線量率(μSv/h)
住所(測定位置) №

線量計の種類
NaI : NaI（ヨウ化ナトリウム）シンチレータによる値
IC : 電離箱による値

測定実施者：電力会社
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平成２５年富岡町成人式のご案内
7月3日ＨＰ更新

平成２５年富岡町成人式について、下記の日程で行います。
なお、詳細につきましては、11月中旬に対象者あてに直接ご連絡いたします。

会 場 ベルヴィ郡山館（福島県郡山市山根町８－７） 電話 ０２４－９２３－１１６５

日 時 平成２５年１月１３日（日）
受け付け １２時３０分 から １３時２０分
式典・懇親会等 １３時３０分 から １６時

対象者 平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれの、
町内在住者および町立中学校卒業生

その他 ・対象の方には、１１月中旬に案内文書を送付いたします。
（１１月末頃までに届かない場合は、ご連絡をお願いします。）
・会場における着付け・美容等につきましては、直接ベルヴィ郡山館にお問
い合わせください。

問い合わせ
富岡町教育委員会 生涯学習課
ＴＥＬ： ０１２０－３３－６４６６

024-924-7101郡山市

0243-33-1111本宮市

浪江町:男女共生センター内
（二本松市郭内一丁目196-1）

双葉町:旧騎西高校
（埼玉県加須市騎西598-1）

大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内
（会津若松氏追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

024-525-3793福島市

市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています

南相馬市 0244-24-5232

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0120-455-770

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

被災自治体 問い合わせ先一覧

1南相馬市鹿島区

10南相馬市原町区

12郡山市

1本宮市

1福島市

市町村名 世帯数

南相馬市小高区 43

浪江町 9

双葉町 4

大熊町 2

富岡町 2

川内村 2

いわき市 2

三条市に避難している
世帯数( 2012.6.29現在）
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7月3日大熊町町ＨＰほか掲載

原子力損害賠償紛争解決センター福島事務所では、和解仲介の申立に関してできる限
り被害者の居所等の近くで話し合いを実施するなど、きめ細やかな対応を実施するため、
福島県内に新たに4か所の支所を設置し、7月2日(月)より業務を開始しました。

支所の名称および設置場所

県北支所 福島市市民会館 503号室
(福島市霞町1－52) 

会津支所 プレハブ庁舎(新規に建設)
(会津若松市一箕町松長1－17－62) 

いわき支所 いわき市文化センター 第2会議室
(いわき市平字堂根町1－4) 

相双支所 福島県南相馬合同庁舎 403会議室
(南相馬市原町区錦町1－30) 

支所における業務

口頭審理期日(仲介委員と申立人・被申立人が面会し直接事情をお伺いする会合)の
開催

申立書の受領
(東京事務所に転送し正式受理となります。) 

和解の仲介手続きに関する説明
(支所では申立の適否に関する相談、申立金額に関する相談等、法律相談を行うこと
は出来ません。) 

業務時間

各支所とも、平日(月曜日～金曜日) 午前９時～午後５時

23浜通り×さんじょうライフvol.61

問い合わせ 原子力損害賠償紛争解決センター
ＴＥＬ： ０１２０－３７７－１５５
(受付時間：平日 午前１０時～午後５時10:00)
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1310412.htm



交流ルームひばり通信

問い合わせ・申し込み

交流ルーム ひばり （総合福祉センター内）

ＴＥＬ： ０２５６－３３－８６５０
E-mail： hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

三条商工会議所さんより、夏まつり民謡踊り流しに参加して三条市民の皆さんと一緒に

「三条音頭」「三条おけさ」を踊り、楽しい夏の一夜を過ごしていただきたいとお話をいた

だきました。親子・お友達などと一緒に参加してはいかがでしょうか？

と き ８月３日（金） 午後７時３０分～８時５０分

ところ 中央商店街～一ノ木戸商店街の間

踊 り 「三条音頭」「三条おけさ」

✰踊りの練習は次の通りです。

とき 7月２１日（土）・２８日（土）午後７時～８時３０分

ところ 三条市総合福祉センター内「１階・教養娯楽室」

◎マイクロバスにて送迎 総合福祉センター 会場周辺

（総合福祉センター発 １８：３０）

（ 〃 着 ２１：００）

申込締切 ７月１３日（金）
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三条市News

三条マルシェ
ごった市＠ホコテン

と き ７月８日（日） 午前１０時～午後３時

（雨天決行）

ところ 三条別院～本寺小路～昭栄通り【歩行者天国】
※午前８時３０分～午後５時

通行止めになりますのでご注意ください。

「まん中」にみんなの笑顔があつマルシェ。

詳しくは、チラシをご覧ください。

また

また

詳しくは、
先週号のチラシをご覧ください。

★申込書ではなく、電話で申し込んでください。

★次回は８月２６日（日）です。



市内の各避難所で慰問コンサートをしてくれた佐藤英里（ひらり）ちゃん。あの時、

ひらりちゃんの歌声は、避難者の皆さんの心に響き渡ったことと思います。

そのひらりちゃんが、７月７日にＣＤシングルを出すことになり、それを記念して、

総合福祉センターでコンサートを開催することになりました。

また、ひらりちゃんに会いに来ませんか？

と き ７月７日（土） 開場 午後１時

開演 午後１時３０分

ところ 三条市総合福祉センター 多目的ホール

※ＣＤの売上金の一部は、東日本大震災の義援金として寄付されます。

交流ルームひばり通信

25浜通り×さんじょうライフvol.61

入場無料

問い合わせ

三条市総合福祉センター
ＴＥＬ： ０２５６－３３－８５１１

先週お伝えした「ソレイユ会」の皆さんの記事に掲載

した写真の中に、國定市長さんが花の鉢を抱えているも

のがありました。

この花は、ソレイユ会の皆さんから、避難の際に大変

お世話になったことへの、せめてもの感謝の気持ちとし

て贈られたものです。

花の名前は「グラマトフィラム」。洋ランの一種で、涼しげ

で清楚な緑色の花が特徴です。

今、この花は、三条市役所正面玄関に飾られています。

感謝の気持ち・・・

東日本大震災により被害を受け、本市のソレイユ三条に避難し、
南相馬市に戻った有志がつくるソレイユ会（横山邦彦代表）の方
から素敵な『グラマトフィラム』を頂きました。
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交流ルームひばり通信

浜通り×さんじょうライフvol.6126

「長岡」といえば、日本三大花火大会である「長岡まつり大花火大会」が有名です。

越後の三尺玉をはじめ、芸術性が高く、スケールの大きな花火は、絵になることでは

群を抜いています。

「長生橋、大手大橋にかかる長大ナイアガラ瀑布」・「名人花火師によるデザイン花

火」・「震災復興祈願、超ワイドスケール花火フェニックス」など、圧倒的なスケール

感で打ち上げられる大花火大会を観覧してみませんか？

と き ８月２日(木)・３日(金)のどちらか１日

対象者 三条市内に避難されている方

募集人数 各日とも50人まで（先着順）

※中学生以下の親子参加を優先させていただきます。

日 程 16:00～22:00（移動時間含む）

16:00 総合福祉センター内 交流ルームひばりに集合

16:30 諸連絡、出発（マイクロバス2台）

18:30 観覧場所到着

19:00 観覧

21:00 終了 ※帰路の交通渋滞を考慮し、最後まで観覧できない場合があります。

22:00 総合福祉センター到着・解散

そ の 他

・夕食を希望される方は、申し込みの際にお伝えください。（お弁当代：500円）

・飲み物は「ひばり」で用意します。

・飲食物の持ち込みは自由ですが、アルコール、タバコは禁止です。

申込締切 ７月７日（土）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256‐34‐5511

問い合わせ・申し込み

交流ルーム ひばり （総合福祉センター内）

ＴＥＬ： ０２５６－３３－８６５０
E-mail： hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp


